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『安全第一ビルヂ

昭和３年刊 改

赤星陸治
あ か ぼ し り く じ

著  定
著者は、三菱地所(株

 新生オープンした丸ビルは

トですが、今回は旧丸ビルに

 本書をひとことで言えば、

モデルとした、ビルディング

なります。 

 旧丸ビルは、大正９年（１

起工、同１２年２月２０日に

わずか半年後、関東大震災に

の被害はありましたが、倒壊

２階地上８階（一部９階）、

００坪強の旧丸ビルは、戦前
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－所蔵資料紹介－ 
 
－１－ 

ング読本』 

訂３版 

価５０銭 

)の初代会長 

 

、今や人気のスポッ

ついてのお話です。 

丸ノ内ビルヂングを

利用入門ガイド、と

９２０）７月６日に

竣工しました。その

被災し、外壁剥落等 
は免れました。地下

延べ床面積１８，０

日本において最大規 

 公 文 書 館 の 書 庫 か ら 

 

模を誇り、戦前における巨大ビジネスセンター丸

の内の発展を象徴的に示す存在でありました。 

 ところで、旧丸ビルの画期性といえば、その規

模の大きさのみならず、貸しビルとしての成功に

もありました。オフィスが入るだけでなく、テナ

ントも入れて商店街とする方式は、日本では旧丸

ビルが最初です。内部に直接関係のない一般の

人々に対しても、広く出入りが開放されていたの

です。洋式生活に慣れない、とりわけ巨大ビルに

なじみのない当時の日本人のなかには、最先端の

近代的ビルに戸惑う人もあったことでしょう。こ

うした事情も、利用ガイドができる背景のひとつ

だったと考えられます。 

 さて、この利用ガイドには、ビルに一歩足を踏

み入れるところから、戸締まり用心・火の用心、

そして地震火事等非常時の対応にいたるまでの

１４節が設けられ、そのほか、下駄履き禁止や廊

下での左側通行厳守などビル利用者が心得べき

事項が箇条書きにされています。なかでも、昇降

機（エレベーター）や洋式水洗トイレなど当時の

最先端設備については、その使用法及び禁止事項

がこと細かに説明されています。 

以下に、その一例を挙げておきましょう。 

 ・乗るときには、必ずボタンを押すこと。 

 ・足腰の弱い人か、病人でない限り、必ず立 
  つてをること。 （以上、エレベーター） 

 ・腰かけ式の大便器では、必らず取付けてあ 
  る方を後にして、腰をかけること。 

          （以上、洋式水洗トイレ） 
 当時の日本人の生活様式を逆にほうふつとさ

せて誠に興味が尽きません。 
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東京の歴史をふり返る試み

今年、平成１５年（２０

夷大将軍に任じられ、江戸

００年という節目に当たり

開催されます。当館におい

まが歴史に関心を寄せられ

公文書館の事業にいっそう

るよう、記念事業を実施し

ところで、江戸以来の歴

いう都市を挙げての祝典を

が初めてではありません。

「開府三百年」と「開都五

すでに繰り広げられてきた

 

開府３００年―甦る「江戸

江戸開府三百年祭上野

（『風俗画報』

 

明治２２年（１８８９）

所（上野公園不忍池畔の競

開催されました。祝砲を合

府知事祝辞、祝祭委員長（

て、消防夫梯子乗り、猿若

妓による手子舞、さらに幌

盛りだくさん。『朝野新聞』

「斯も多数の男女が平常東

か」という程の「非常の群

から、その盛況ぶりがうか

この開府三百年祭は天正

月１日の家康関東入国から

設定されたものです。そも

を提唱したのは旧幕臣等に
 

 歴史としての「江戸開府４００年」 

 

戸会」という会で、その会員には前島密・木村芥

舟らの旧幕臣、元佐幕派諸藩の関係者、守田勘彌

らの芸能関係者をはじめ、実業界・東京府庁等、

各界の有力者が名を連ねていました。同会が８月

に創刊した『江戸会誌』第１号は、冒頭に「江戸

会誌の首に」という趣旨書を掲げていますが、そ

こでは「三百年間の泰平」をもたらした徳川治世

を称揚するとともに、新政府について、「理に泥

みて情を軽んし、古習旧慣を措きて唯た法を外国

より採り来りて、以て国家を経綸せんと欲するも

の」と、批判を加えています。 

 

０３）は徳川家康が征

幕府が開かれてから４

、記念事業が相次いで

ても多くの都民の皆さ

るこの好機に当たり、

のご理解をいただけ

てまいります。 

史を振り返り、東京と

繰り広げるのは、今回

その主要なものとして

百年」の大イベントが

のです。 

 こうした性格を有する江戸会が企画し、新聞広 

告に載せたのを発端に実行委員会が発足すると、

榎本武揚委員長を筆頭に、府・市会関係者や実業

家ら各界の第一線で活躍する人物が推進役とな

っていきました。 

」 

 

こうした動向の底流には、江戸開府以来の歴史

の中に東京の繁栄を位置づけるとともに、急速な

近代化の過程で失われてきた江戸時代の価値

観・規範・文化を見直すことで、現状の課題を認

識し、その改革・改善につなげようとする企図を

うかがうことができます。 

 

 東京の復興と開都５００年祭 

東照宮社前之図  昭和３１年（１９５６）１０月１日から１５日

にかけて、開都五百年記念「大東京祭」が催され

ました。この祝典行事のねらいや内容は、東京都

公文書館に引き継がれた当時の公文書から明ら

かにすることができます（「『大東京祭』の実施計

画について」）。 

第９号） 

８月２６日、上野馬見

馬場）において式典が

図に開始された式典は、

榎本武揚）答辞に続い

狂言、吉原・新橋の芸

引き馬車、競馬と続く

は翌日刊行の紙面で、

京の何処に潜伏する

集」と報じていました

がえます。 

  長禄元年太田道灌が江戸に城を構え、今日の 

首都東京の殷賑
い ん し ん

の素を成してから今年は丁度

５００年目に当る。当時の武蔵野の一寒村に近

代都市の地理的要件を洞察経営した道灌は単

なる武辺ではなく、優れた文人であり、また地

政学を体得した偉大なる政治家でもあった。 

現在、東京に住んでいる都民が道灌をしのぶ 

とき、その遺徳に近代的な親近感を感ずるのも、 １８年（１５９０）８

３００年にちなんで

そも東京開府三百年祭 

まことに故なしとしない理由は一にここにあ

る。 

たまたま正庁舎の完成も今年内と見込れ、ま よって結成された「江 

－２－ 
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た「都民の日」も制定以来五周年という、都民  当館では、江戸期の貴重な歴史史料、明治以降 

にとっては記念すべき慶祝事の重なる三十一

年度において、これらの記念行事を総合的に

「大東京祭」という形で盛上げ、都民とともに

祝賀することはまことに意義のあることとい

える。 

の東京府・市文書のほか、昭和１８年（１９４３）

都制施行以後の都文書を保存・閲覧に供していま

す。 

このうち現代公文書は評価選別の上、公文書館

に引き継がれ、国際的に一般化している原則に則

り３０年を経過した時点で一部のものを除いて

閲覧に供する制度となっています。平成１５年度

の江戸開府４００年事業に関する公文書も、平成

４６年度には公開されることになります。 

 康正２年（１４５６）、大田道灌は江戸築城を

開始し、翌長禄元年に完成をみたとされています。

開都５００年はここまでさかのぼって江戸・東京

の歴史を一連の流れに位置づけようとしていた

ことになります。 １００年後にはこれらの事業の比較史で卒論

を書く学生さんが当館を訪れてくれるかもしれ

ません。その中で、開府４００年事業はどのよう

な歴史的意義を有したものとして振り返られる

ことになるのでしょうか。 

 この「大東京祭」は都民の広範な支持を得てい

きました。貴重な歴史資料を集めた「大東京展」

や、海外から多数の参加をみた「世界主要都市市 

長招待」はもとより、都内各地で繰り広げられた

各種の祝祭行事も熱狂的な盛り上がりを見せて

いたことが当時の新聞からもうかがえます。都民

の中にもこのイベントを積極的に歓迎する気運

がみなぎっていたのでしょう。 

 

東 京 都 公 文 書 館 の 

江戸開府４００年事業 

 

 東京都公文書館における江戸開府

事業第１弾として、『都史紀要３９ レ

スの杜－江戸東京歴史問答』が刊行

た。 

 これまで公文書館に寄せられた江

歴史に関するご質問に回答する形を

ら、興味深い史話１６編を集めたもの

戸の範囲はどこまで？」「東京はなぜ

ゃないの？」「都民の日の由来は？」

な疑問を解消しつつ、歴史探訪の楽し

していただければ幸いです。 

 ご利用は主な公共図書館等のほか、

以降、都民情報ルーム（都庁第一本庁

にて販売の予定です。購入のお問い合

きましては、０３－５３８８－２２７

報ルームまでお願い致します。 

 また、１０月６日（月）より１０日

で、東京都議会議事堂１階都政ギャラ

東京都公文書館所蔵資料展を開催致し

示時間やテーマの詳細については、今

ホームページや「広報東京都」等にて

してまいりますので、ぜひご来観くだ

 

《
 独立後最初の好景気が継続し、また前年からこ

の年にかけて米は大豊作となり、２０年近く続い

た「主食の配給」という状態が事実上終わりを告

げました。経済企画庁が昭和３１年度「経済白書」

を発行し、技術革新による発展を強調したのが７

月、ここから「もはや戦後ではない」が流行語と

なりました。戦後復興をひとまず達成し、急速な

高度成長の出発点に位置するのがこの昭和３１

年。東京の活気と人々の高揚感が、「大東京祭」

を下支えし、２週間にわたる祝祭行事を成功裡
り

に

終わらせたのです。 

 

江戸開府４００年にあたって 

 明治２２年（１８８９）の開府３００年事業、

昭和３１年（１９５６）の開都５００年事業がそ

れぞれの時代背景と気運の高まりの中で企画さ

れ、開催された様相をかいま見てきました。都市

東京を挙げて企画された祝祭事業ですが、その起

点の設定はまちまちでした。しかし、大規模な都

市の祝祭事業が取り組まれる時には、おのずから

時代の要請、時代の気運というべきものが存在し

ていたようです。その意味で、この種の事業・イ

ベントの歴史を振り返ること自体、歴史研究の重

要なテーマになるでしょう。 

－３－ 
４００年

ファレン

されまし

戸東京の

とりなが

です。「江

東京県じ

等、素朴

さを実感

５月中旬

舎３階）

わせにつ

６都民情

（金）ま

リーにて

ます。展

後、当館

お知らせ

さい。 

》
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 今回ご紹介する『重宝

する江戸町方の史料、「

シリーズの第３冊目です

「重宝録」は、深川の

仕事に役立てるために編

時代の町名主にとって、

を伝えてくれる史料です

深川は、関東大震災、

等による被害の大きな地

た史料はきわめて少な

深川地域に関する詳細

ひいては江戸東京の歴史

貴重な史料となっていま

内容は幅広く、町触
ま ち ぶ れ

（

れた法令類）や、町奉行

する答申、町
ちょう

入用
にゅうよう

（町の

（町人に公役を賦課す

算単位）の書上、町
ま ち

会所
か い

戸の町々が積み立てた

役所）の規則や運営に

屋・水茶屋の書上から髪
か

至るまで多岐にわたって

 「重宝録」の原本は全

２年度より復刻を開始し

第三では巻十三から巻

す。（末尾刊行状況参照

このうち、巻十四から

関する史料です。 

巻十五の前半には江

受け持ち区域が書き上げ

 

深川南組 法被・
ちょう ほう ろく
 新刊案内 『 重  宝 録 』 第 三 

 

あわせて各組の纏
まとい

の図が描かれています。それぞ

れに特徴のある纏が並び、江戸の「火消」の現場

を感じさせてくれます。また、後半には、本所・

深川各組の持ち場の範囲、詰め場、町数、人足高、

人足頭取・名主の名前のほか、纏、竜吐
り ゅ う ど

水
す い

、鳶
と び

口
ぐ ち

等火消道具の数も書き上げられ、町火消がどのよ

うな道具を用い、どのような構成で消火にあたっ

ていたのか、その実態をよく伝えてくれるものと

なっています。 

録』第三は、当館が所蔵

重宝録」を復刻刊行する

。 

町名主が、名主としての

さんした記録集で、江戸

必要とされた知識や情報

。 

東京大空襲、火災・水害

域であったため、残され

く、「重宝録」に含まれる

な記録は、同地域の歴史、

を知るうえで、たいへん

す。 

巻十四、巻十六には、町火消制度の沿革、出火

の際の町火消人足の駆け付け方、名主の役割、火

元の吟味方等の申
もうし

渡
わたし

、火事場での喧嘩の防止や

梯子
は し ご

の運び方等についての名主申 合
もうしあわせ

等が収録さ

れ、また深川南組鳶人足に関する町奉行所からの

問い合わせに対して町役人が行った回答、町火消

人足制度改革の下調べとして提出された人足高

書上や上申書等の記事も含まれています。 

江戸の町方に対して出さ

所からの問い合わせに対

行政運営上の経費）や小間
こ ま

るための屋敷地面積の計
し ょ

（凶作や災害等に備え江

金穀の管理等にあたった

関する記録、深川料理茶

結
み ゆ い

や相撲行司の由緒書
ゆ い し ょ が き

に

います。 

さらに、巻十六には火事場で名主が身につけた

笠や提灯
ちょうちん

、深川南組の法被
は っ ぴ

・提灯・陣笠の雛形図

等も収録され、興味深いものとなっています。 

 このほか、巻十三には町入用節減のための纏数

や家守給金などの定法、町人の武芸稽古の禁止、

牛車・大八車などの往来方やつなぎ方等について

の申渡や町触、帰郷奨励令等が収録され、巻十七

には名主の相続や支配地、勤め向、名主役として

の心得等に関する申渡や申合が書き留められて

います。 

２６巻からなり、平成１

、今回刊行した『重宝録』

十七までを収録していま

） 

巻十六までは「火消」に

 『重宝録』第三は、当館や図書館等で閲覧がで

きるほか、都民情報ルーム（都庁第一本庁舎３階）

での購入が可能です。江戸東京の歴史に関する調

査研究にぜひお役立てください。 

戸の町火消各組の人足数、

られていますが、これと 

 

 

刊行状況（予定） 

『重宝録』第一 巻一 ～巻六 （既刊） 

     第二 巻七 ～巻十二（既刊） 

     第三 巻十三～巻十七（本書） 

     第四 巻十八～巻二一（平成 15 年度） 

     第五 巻二二～巻二四（平成 16 年度） 

     第六 別巻一・二  （平成 17 年度） 

 

提灯の図（巻十六）  

－４－ 
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 平成１４年

ビーを使用し

空間ですが、お

寄って見よう

ちくさロビー

 ＊ 第１回 

第１回目は

の夜明け」と

１４年５月２

ら６月７日（

当館が所蔵す

文書のなかか

じめの都市交

力車・乗合馬

を中心とした

馬車は外国

横浜の外国人

通信連絡用の

２年には、乗

外国人の手に

を徒歩でいく

に着くのは午

すが、乗合馬車

されていたよ

東京千里軒

馬車による浅

開始しました

使用され、強盗

するなど、維新

されています

一方、狭い東

人力車は、明治

営業願が出さ

及し、最盛期

明治１５年

を走る馬車鉄

展示資料 

築地居留地

蔵留調」、「順立

外務省御用留

引き札、「桜田
 

 

 みちくさロビー展始めました －

度に、新たな試みとして、当館のロ

た展示を始めました。小規模な展示

昼休みや閲覧の合間に「チョット

かな」と子供の頃を思い出し、「み

展」と名付けました。 

三

事

車

（

 ＊

＊ 

、「都市交通 か

題して、平成 間

０日（月）か 都

金）までの間、 車

る明治期の公 更

ら、明治のは の

通に関する人 気

車・馬車鉄道 心

資料を選んで展示を行いました。 展

人により持ち込まれ、慶応年間には、

居留地と江戸の各国公使館の間で、

馬車運行が行われていました。明治

合馬車営業が横浜と築地との間で、

よって開始されます。当時、京浜間

には、朝８時に横浜を出ると、東京

後４時頃になったといわれていま

ではその半分程度の時間で着くと

うです。 

市

年

都

史

施

武

 ＊

 

月

の

す

の乗合馬車営業は、４頭引き二階建

草・新橋間での営業を、明治７年に

。また、郵便物の運搬手段に馬車が

から荷物を守るために拳銃を携帯

後のエピソードも物の本には記録

。 

 

れ

政

京

ォ

誕

い

て

京の街路を運行することに適した

３年に３人の日本人から製造及び

れ、その後、この人力車は急速に普

は４万台が営業を行っていました。 

には、乗合馬車に代わり、軌道の上

道の営業が開始されました。 

ョ

すの図（錦絵）、「明治元辰年相対貸家

帳・明治２年の２１」、「明治２年 

ペ

ま

」、「府治類纂・舟車」、人力開業の 

門外陸軍調練」（錦絵）、「東京開化 

－５－ 
第１・２回 展示報告－ 

十六景）（錦絵）、「明治３年諸向掛合３」、「記

類纂・壬申・車馬」、中山道で営業する乗合馬

「神速舎」の切符、日本橋を行く東京馬車鉄道

錦絵）、鉄道馬車ニ関スル書類 

 第２回 ＊ 
第２回目は、８月５日（月） 

ら９月２０日（金）までの 

、「都市交通の発展 市電・ 

電・地下鉄」と題して、馬 

鉄道から電車鉄道に動力変 

した近代都市交通の幕開け 

様子を示すため、東京市電 

局発行の印刷物・図書を中 

とした資料を選んで展示を行いました。 

示資料 

東京市電気局十年略史、東京市電気局三十年史、

電敷地に関する東京府文書、交通局年史（４０

史、５０年史、６０年史、７０年史、８０年史）

電６０年の生涯、王子電気鉄道株式会社三十年

、東京地下鉄道史、東京地下鉄道株式会社工事

行認可書類、交通詳解東京辞典（昭和６年）、

蔵電気鉄道線案内（大正６年）、各私鉄社史等 
 お知らせ ＊ 

第３回目は、平成１５年５月８日（木）から６

３０日（月）までの期間で、「都庁からみた丸

内地区の発展」（仮題）の展示を予定していま

。 
都庁が、新宿地区に移転したのが平成３年。そ

以前の明治・大正・昭和時代の経済・金融・行

の中心であったのが丸の内地区。東京府庁・東

市役所・東京都庁が存在した時代から、国際フ

ーラムや新丸ビルが建設され、新たなビル群の

生で、丸の内街区の姿が生まれ変わろうとして

ます。丸の内地区の歴史を、当館の資料で追っ

いこうというものです。 

来館の際やお近くにお寄りの際には、ぜひ｢チ

ット寄って見て｣ください。お待ちしておりま

。 

みちくさロビー展の詳しい内容は、当館ホーム

ージでご覧になれます（アドレスは８頁にあり

す。）。 
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－シリー

レファレンスの杜
もり

 

東
 本

 

３５区が現在の２３区に整理統合されたの

昭和２２年（１９４７）ですから、半世紀ほ

のことで、そんなに古い時代の話ではあり

ん。年配の方のなかには昔の区名をなつかし

憶されている方も多いのではないでしょうか

１５区からはじまった ２３区の原形とな

が東京に設置されたのは、明治１１年（１８７

のことです。郡区町村編制法によって、現在

代田区、中央区、港区、新宿区（一部）、文京

台東区、墨田区（一部）、江東区（一部）の

に１５区が置かれたのがはじまりです。それ

は大区小区制といい、 
戸籍編成事務のため 
に区画された人為的 
な行政区画によって 
いました。 

  区外の地域は、品 
川、内藤新宿、板橋、 

千住という、かつて四
し

 
宿
しゅく

とよばれた宿場町 
を除き、まだ純然たる 
農村地帯で、行政区画 
としては荏原郡、南豊 
島郡、東多摩郡、北豊 
島郡、南足立郡、南葛 
飾郡の６郡３８０余 
の町村からなってい 
ました。この１５区６ 
郡が現在のほぼ２３区の範囲に相当します。

 明治２２年（１８８９）５月１日、市制町

の施行によって、１５区の範囲に基礎的自治

として東京市が設置され、区はその下部組織

て存続します。周辺６郡には町村合併によっ

５の町村が成立しました。 

 明治２６年（１８９３）には南豊島郡と東

郡が合併し豊多摩郡となり、６郡は５郡に、

８５あった町村もその後の合併で８２に減

ました。 

３５区時代 ２０世紀に入り急激に進んだ

化の結果、昭和７年（１９３２）１０月１日

辺５郡８２町村を東京市に編入し、これを改
 
京都の２３区は、以前は３５区だったといいますが、 
ズ－ 
 当ですか。それはいつ頃の話ですか。 

 

て新たに２０区を設置し、それまでの１５区と合

わせて３５区としました。いわゆる大東京市の成

立ですが、２０区を新市域、もとからの１５区を

旧市域といって区別することもありました。 

は、

ど前

ませ

く記

。 昭和１１年（１９３６）１０月１日には、北多

摩郡千歳村と砧村が新市域の一つ世田谷区に編

入されました。 

る区

８）

の千

区、

範囲

以前

 昭和１８年（１９４３）７月１日、東京都制と

いう法律によって、それまでの東京府と東京市を 
廃し、東京府の範囲に東京都が設置されます。現

在の東京都が、地方自治法の定めるところにより 
広域的普通地方公共 
 

団体であるのと違い、 
この時成立した東京 
都は、それまでの東京 
市と同じ基礎的自治 
団体でした。ただ、東 
京市が東京府と国（内 
務省）の二重監督を受 
けてきたのに対して、 
新たに成立した東京 
都は、国（内務省）の 
直接監督を受けるよ 
うになったことと、執 
行機関である首長が 
公選でなく、官吏が任 
命される都長官にな 
ったという点がきわ 

だった特色です。なぜこのようなことになったの

か。詳しい説明は省き、ここでは単に地方自治法

施行以前、その実現をめぐって半世紀近くもめに

もめた大都市制度問題の一応の到達点が、この東

京都制であったと言うにとどめておきましょう。

３５区はそのまま都の下部組織として存続しま

す。 

 

村制

団体

とし

て８

多摩

また

少し

 これに関連して、地方自治法施行までのわずか

４年足らずの間ですが、東京都が基礎的自治団体

であったために、三多摩島嶼
し ょ

地区の市町村が、法

律上自治体としての性格を失い、都の下部組織と

してあったということは、忘れてはならない歴史

の一こまと言えます。 

都市

、周

編し 

－６－ 
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京橋、芝、麻布、赤坂、四谷、小石川、本郷、下 戦災復興のなかで２３区に整理統合 昭和２２

年（１９４７）３月１５日、３５区は２２区に整

理統合され、同年８月１日、板橋区から練馬区が

分離して２３区となりました。統合の理由は、

（１）戦災によって各区の人口その他に甚だしい

差異が生じたため、これを調整しないことには復

興その他の施策上支障があることと、また、（２）

地方制度の改正によって自治権が拡充されたた

め、各区が自治体としての機能を十分に発揮する

上で、区政が相当充実した基礎の上に立つことが

必要とされたためとされています（昭和２２年３

月１０日東京都告諭第１号）。 

谷、浅草、本所、深川という順番ですね。１５区

をひと回りしたところで、今度はその外側の郡部

でもうひと回りします。荏原郡からはじめて、豊

多摩郡、北豊島郡、南足立郡、南葛飾郡という順

番です。 

 ３５区時代になってもこの原則は変わらず、ま

ず旧市域で「の」の字を書いたら、引き続き品川

区を起点に、目黒、荏原、大森、蒲田、世田谷（以

上旧荏原郡）、渋谷、淀橋、中野、杉並（以上旧

豊多摩郡）、豊島、滝野川、荒川、王子、板橋（以

上旧北豊島郡）、足立（以上旧南足立郡）、向島、

城東、葛飾、江戸川（以上旧南葛飾郡）と旧郡単

位でひとまわり大きな「の」の字を書くわけです。 
 地方制度の改正による区の自治権拡充とは、こ

の年制定公布された地方自治法によって各区が

特別地方公共団体（特別 旧郡域の中では、旧市域 
区）になったことを指し 
ています。 

 東京都の区は、地方自 
治法施行以前は、基礎的 
自治団体である東京市や 
東京都の下部組織でした 
が、かと言って単なる行 
政区でもなく、また財産 
区でもありませんでし 
た。各区には区会が設置 
され、区独自の財産・営 
造物の維持管理等、区固 
有の事務を処理すると同 
時に、法令によって定められ

理する、法人格をもった独特

れてきたのです。そのような

２２年５月施行された地方自

は、特別地方公共団体（特別

今日にいたっています。 

区の名前と順番 ところで

合の順番は千代田区を最初と

新宿区・・というように定め

順番は、実は旧１５区時代の

しているので、ちょっとそれ

おきましょう。 

 旧１５区時代には、皇居の

して、時計回りに「の」の字

番が定められていました。麹
に近接している区から離 
れている区へという順に 
なります。ちょっとジグ 
ザグした「の」の字にな 
ってしまいますが、正式 
に区や郡の名前を列記す 
るときはこの順番に従わ 
なければいけません。 

 現在の２３区も、千代 
田区（麹町、神田）を起 
点に、中央区（日本橋、 
京橋）、港区（芝、麻布、 
赤坂）、新宿区（四谷、 

た国や府の事務を処

の存在として認めら

沿革を踏まえ、昭和

治法で、新生２３区

区）として発足し、

牛込、淀橋）、文京区（小石川、本郷）、台東区

（下谷、浅草）、墨田区（本所、向島）、江東区

（深川、城東）と旧市域で「の」の字を書いたあ

と、品川区（品川、荏原）、目黒区、大田区（大

森、蒲田）、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、

豊島区、北区（滝野川、王子）、荒川区、板橋区

（板橋）、練馬区（板橋）、足立区、葛飾区、江

戸川区と新市域で「の」の字を書いて完成です。

＊（ ）内は旧区名 

、２３区を列記する場

して、中央区、港区、

られています。この

それを基本的に踏襲

についても説明して

多摩地区の場合 ちなみに多摩地区では、市制を

施行した順に八王子市（大正６年）から最近のあ

きる野市（平成７年）まで並び、ついで町村に移

り、東から西へ瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多

摩町（いずれも西多摩郡）という順番になってい

ます。 

ある麹町区を起点と

を書くように区の順

町、神田、日本橋、 

－７－ 
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 当 館 の ご 利 用 方 法  

  

 ◇ どうぞ一度ご来館ください のは、原本保護のためマイクロフィルム閲覧室に

て閲覧をお願いします。 東京都公文書館には、書架延長にしておよそ１

３ｋｍの公文書、印刷物、図書類、和書類、地図

類等を保有しています。 
 ◇ 複写したい場合は～ 

 複写を希望される方は、当館に備えてあります

「複写申請票」にご記入・ご提出ください。電子

式複写は、一人又はグループで１日２０枚までで

す。ただし、マイクロフィルムからの複写につい

ては枚数制限がありません。いずれも１枚２０円

で複写できます。 

 ◇ でもその前に～  

 当館の閲覧や複写に予約の必要はありません

が、次のような場合は、事前にご連絡ください。 

・専門的な調査や、古い資料についてのご相談 
・大量に資料を利用したい場合 
・撮影したい場合  ◇ 閲覧・複写できる資料は～ 

 ◇ 入館したら～ 当館の資料は原則としてご利用できますが、次

のものは除きます。 当館１階入口で入館受付を済ませます。バッグ

等お荷物をお持ちの方は、閲覧室の手前に設置の

ロッカー（無料）に、筆記用具以外の持ち物を入

れてください。その後、閲覧室へお入りください。 

①作成又は取得をして３０年を経過していない公文書 

②「東京都公文書館における公文書等の利用に関する

取扱規程」第２条第２項又は第３項により一般の利用

が制限されている次の公文書等  ◇ 閲覧室では～ 

 窓口担当職員に、お調べになりたいものをお話

しください。お調べの内容に沿うような目録をお

渡ししますので、目録の中から閲覧したいものを

特定し、当館にそなえてあります「閲覧票」にご 

・個人情報等が記録されているもの 

・利用によって破損や汚損を生じるおそれがあるもの 
・現に館において使用しているもの（目録作成など保

存及び利用の開始のため館において使用しているもの

を含む。） 記入・ご提出ください。職員が書庫からお出しし 

ます。 ・一般の利用に供しないことを条件として寄贈された

資料 また、資料でマイクロフィルム化されているも 

 

 利 用 案 内 ・ 交 通 案 内  

  

【利用案内】  【案内図・交通機関】 

①開館日時  

・月曜日から金曜日まで（９時～１７時）  

②休館日  

・土曜日、日曜日、国民の祝日及び振替休日  

・年末年始（１２月２８日～１月４日）  

・臨時の休館日として公示した日  

③閲覧停止日  

・奇数月の第３水曜日（祝日の場合は翌日）  

【所 在 地】 〒１０５-００２２  

東京都港区海岸１-１３-１７ 

【Ｔ Ｅ Ｌ】 ０３-５４７０-１３３３ 

【Ｆ Ａ Ｘ】 ０３-３４３２-０４５８ 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 http://www.soumu.metro.tokyo. 

jp/01soumu/archives 
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品川車庫] 
[浜 95 東京タワー⇒

入口｣下車(徒歩０分) 
④都営バス｢竹芝桟橋

車(徒歩２分) 
りかもめ)｢竹芝｣駅下

③東京臨海新交通(ゆ

下車(徒歩９分) 

①ＪＲ｢浜松町｣駅北口

 浅草線｢大門｣駅(B-2) 
②地下鉄都営大江戸線 

 (新橋方面)下車(徒歩 
７分) 

竹 芝 駅 
至 日の出 ゆりかもめ

竹芝桟橋

劇
団
四
季

東

京

都

公

文

書

館都 東京都計量検定所

商業高校

首都高速１号線羽田線

東京産業貿易会館

大門駅

ＪＲ 京浜東北線・山手線 

●

北
口

地下鉄都営

地下鉄都営浅草線

至 増上寺

至 新橋
  町 駅

至

大江戸線
 品川 

浜松町⇔国際展示場駅]

⑤都営バス｢竹芝桟橋｣

下車(徒歩２分)[虹 01 
浜 
Ｂ－２
立芝
 

 


